
平成３０年度 求人票（福祉系） 
                               

求 
 

人 
 

先 

フ リ ガ ナ ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ｸｻﾉﾐﾌｸｼｶｲ 

主体法人名 
社会福祉法人くさのみ福祉会 

 

TEL 0829－31－2800  FAX 0829－31－2900 

代 表 者 理事長  川本  義弘 

所 在 地 
〒738-0033  広島県廿日市市串戸 5丁目 3-22 
（最寄り駅 山陽本線 宮内串戸駅下車 徒歩 8分） 

事業内容  障害者施設の運営 設立年月日 平成 6年 6月 

法人全体職員数 １７５ 名 

ホームページ 

Ｕ   Ｒ   Ｌ 
http://kusanomi.org/ 

採用担当者 

連 絡 先 
総務部長   藤原 理恵    TEL 0829－31－2800 

見学受入について：お気軽にお電話ください。 

① 随時受入    ②相談    ③募集しない  ④その他（           ） 

採 

用 

条 

件 

 

募集職種 

と求人数 

 

 

勤務場所  

 

 

職務内容  

 

① 生活支援員 (生活介護)１名         

② 生活支援員 (共同生活援助）１名  

③ ①②兼務  ２名          ④相談支援専門員 １名    

 

①くさのみ作業所・ピクトハウス     ④相談支援事業所くさのみ 

② ムックハウス・ＳＡＩさん家       

 

①障害のある方の作業・日中活動   ④障害のある方が福祉サービスを     

生活全般における支援         利用する際に必要な計画を作成 

②グループホームでの支援 

勤 務 地  広島県 廿日市市  

必要な免許 

・資格の種類 

① 社会福祉士 ②介護福祉士 ③精神

保健福祉士 

④ 普通自動車第一種運転免許 

⑤ 相談支援専門員または相談支援従事

者研修（初任者研修）受講資格所持者 

（相談支援事業所くさのみのみ ） 

既卒者 

応 募 
可・不可・相談応 

備 考 
資格あればなお良し 

(社会福祉士、介護福祉士) 

詳細情報・見学等 選 考 方 法 

選考日時につきましては、詳細が 

決まり次第個別にお伝え致します。 

 

 見学、その他お気軽にお電話下さい。 

 

ＴＥＬ：0829-31-2800（担当：藤原） 

一次選考  １，筆記・基礎能力判断検査 

          ・職場適応性検査 

          ・作文 

２，面接（個人） 

二次選考 ３，実地試験 

採 否 決 定 

選考後 一週間以内 

雇 

用 

条 
件 

短大・専門学校卒 初 任 給 

職    種 
生活支援員（生活介護）  職 

   （共同生活援助）職 
相談支援専門員 

基 本 給 
(処遇改善手当込) 

181,800円～ 181,800円～ 

通勤・住居 

･扶 養 手 当  
有り 有り 

夜勤手当 1回 
※ホームのみ 4,000円 

（月 4～6回程度） 
 

合  計 
（生活介護）  181,800円～ 

（共同生活援助）197,800円～ 
181,800円～ 

※前職のある方は、前歴換算（前職の職種、勤続年数等で算出）により基本給に加算されます。 

通  勤  費  
①  全額支給 

②  (45,000円）迄を限度 

賞 与 年 2回(6月，12月)・ 計 ４．２ヶ月分 

賞与の 

計 算 
基本給のみ 

週 休 形 態  

原則 日祝日 土曜（月 2～４日） 

年間休日（ 108～113日） 

※各事業所カレンダーによる 
内、夏季・冬季連続休暇あり 

昇 給 年間 約 3～4％ 

有  給 

休  暇 
年次（ 15 ）日 

勤 務 時 間 

生 活 支 援 員 

（生活介護） 

相 談 支 援 

専  門   員 

平 日 8： 30 ～17 : 30  

土 曜 8： 30 ～17 : 30（内 5Ｈ～8Ｈ） 

※１ヵ月 0～2日勤務 

詳細は、各事業所カレンダーによる 

特 別 

休 暇 

・冠婚葬祭等の休暇有り 

（就業規則に定める通り） 

退 職 金  

制  度 
・独立行政法人福祉医療機構 

・広島県福祉従事者互助会 
勤 務 時 間 

生 活 支 援 員 

（共同生活援助） 

日 勤   8：30  ～  17：30 

朝勤務  7：00 ～ 10：00 

夕勤務 16：30 ～ 21：30 

泊勤務 16：30 ～  9：30 
福  利 

厚  生 
・ソウェルクラブ加入 

各 種 保 険  厚生・健康・労災・雇用・その他（ 業務災害総合保険 ） 

 


